
牡 会慣行の規範性:森 林の利用 と開墾
をめ ぐる地域の論理 と国家の論理

田 中 耕 司

当初私 に与え られま したテーマは 「社会慣行の規範性 」という非常に固いタイ トルで したの

で、私の手には負いきれないと思い、標題のような副題を付けま した。 いま東南ア ジアの自然

環境や生態環境を、伝統的社会が持 っていた規範や慣習にもとついて守 っていこうとい う意見

が出ています。 しか し一方では、国家が進める開発政策、あるいは住民が進めるいろいろな経

済活動の もとで、伝統的な社会慣行の規範性が非常に脆 くも崩れ去 っているというのも現状で

す。 こういう現状をふ まえて森林の周縁部、あるいは森林 と農地の境界地域で私が行 って きた

調査をもとに、生態環境 と地域の問題について考えてみたいと思います。

今 日お話 ししますのはイン ドネシアの南スラウェシ州、スラウェシ島南部のボネ湾が奥まっ

たルウという地域の事例です。イン ドネシアでは、と くに外島地域においてそ うですが、伝統

的な生活様式を持 った地元の人達がいたところに外部か らさまざまな人達が入 りこんで、彼 ら

が森林に向かって開墾を進めています。移住者には、彼 ら自身のイニ シアティブで移住す る人

達だけでなく、国が進める地域開発を目的に した移住政策(イ ン ドネシアで は トランス ミグラ

シと呼ばれ る)に よって入植す る人たちなどがいます。また輸出産品 として重要な商品作物を

作るためのプランテーション農園の開発にともなう移住者 もいます。政府系の公社や大企業の

私営のプランテーシ ョンが開かれると、その労働者 としても人々が入 ってきます。そ して もち

ろん、木材会社の伐採作業のために雇われた労働者 もほとんどの場合が外部か らの移動労働者

です。 こういったいろんな人たちが出入 りする中で、森林がだんだん少 なくなっているわけで

す。環境保護や自然保護の立場か らは、森林の減少をで きるだけ くい止あなければならないと

いう議論が出ていますが、私が現場で見ているかぎり、 この程度の森林の減少はまだまだ進ん

でいくと予想 されます。そ して、森林の減少が どんどん起 きているところを実際に地べたの レ

ベルか ら見ていくことのほうが地域研究者にとってはむ しろ重要ではないかと思います。そう

いったことを考える一っの材料 として、ルウ地方の開墾地をめ ぐる森林の問題、あるいは土地

の問題 にっいて ご報告 します。

本題 に入る前に、私の調査 している地域で、外部か らの人々の移住 ・開墾にともなってどん

な変化がおこっているのか、 この10年 あまりの変化をまず写真で紹介 したいと思 います。私の

調査地はそれほど広い地域ではあ りませんが、その中には、丘陵地、およびそれを下 った低平

な湿地林地帯、そ して沿岸部の感潮汽水域 というように、丘から海岸 まで さまざまな生態条件

が揃 っています。その うち、湿地林を開発 した水田地域 と、丘陵地を開墾 した畑作地域を中心
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にその現状を紹介 します。

写真1は 、政府の援助を受けない自発的な移住者が、時には違法に、時には合法的に森林を

切 り開いて農地を開いてい く最初の状態です。 この写真は1980年 の ものです。森林を切 り開い

た跡 はオカボや トウモロコシなどの食用作物 とともに、商品作物の苗を植えて園地を造成 して

いきます。私の調査地で はこの当時 はチ ョウジを植え始めたのですが、それは失敗におわり、

1980年 代半ばに始 まったカカオ ・ブームにのって、いまではこの辺 りすべてがカカオ園になっ

ています。その様子を示 したのが写真2で す。マメ科の植物を被陰樹 にしてず っとカカオ園が

広がっています。開墾当時は裸地だったところが、開拓者が定着 して農業を始めると、10年 足

らずのうちにこういう農地が形成されていきます。

写真1丘 陵地斜面の森林が伐採 され畑が開かれ る。

すでにオカボ の栽培が始 まって いる(1980年)

写真2写 真1と ほぼ同 じ場所の畑 の蘇 マメ科の被陰

樹 の下 にコシ ョウやカカオが栽培 され る(1992年)

丘陵地か ら淡水湿地林に下ると、水田の開墾が主体にな ります。湿地林 を開き、最初の稲作

を始めている様子が写真3で 、これ も1980年 の状態です。写真4は 同 じ場所の1992年 の状態で

す。写真3で は背後にず っと大 きな湿地林が続いていましたが、そこが全部伐 られて水田にな

り、その背後の山はバナナやカカオの園地 となっています。10年 あまり経っとこういう景観に

な って きます。開墾当時 はおよそ田んぼとはいえない状態で したが、10年 くらい頑張れば こう

写 真3低 地林 の開墾後2年 目の状態(1980年)
写真4写 真3と 同 じ場所の水田。すでに開墾 当時の

面影 はまった くない(1992年)
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いう普通の田んぼ と変わ らない状態になってきます。

写真5は 、移住者の余業 といってよいか と思いますが、開墾地のさらに奥 にある森林か ら違

法伐採を して木材を伐 り出しているところです。 この違法伐採にもいろいろな組織があり、金

のない移住者 は木材伐採の賃労働を して日銭を稼 ぎます。資金を持った人たちはチェー ンソウ

を持って山に入って木材で商いをするわけです。私の調査地 も以前は木材会社が コンセ ッショ

ンを もって操業 していま したが、その操業が終わ った後 も、 こういうかたちの違法伐採が しば

らく続いていました。

移住者の暮 らしぶ りがどんな風に変わるのかは、彼 らの家の様子か らうかが零 ます。入植当

写 真5山 か ら伐 り出 した材 を運ぶ移住者 たち(1984年)写 真6移 住 当初 の トラジャ人移住者の住居(1980年)

初 、1980年 の 移 住 者 の 家 の ひ とっ が 写 真6で す 。 屋 根 は ヤ シの 葉 で 葺 き、 森 で 伐 って き た 材 で

小 屋 よ り も少 しま しな 程 度 の 家 を 建 て て 住 ん で い ま した 。 こ うい う 暮 ら しの な か で 、 森 林 に 向

か っ て ど ん どん 農 地 を 広 げ て い っ た わ けで す 。 と こ ろ が 、 カ カ オ 栽 培 も うま くい って だ ん だ ん

写 真 了 移住 後m年 あま りを経 て成功 したブギス人 写真8ア ブラヤ シ農園で収穫 のために働 く移住者 の

移住 者の新 しい住居(1991年)第2世 代の若者達(1994年)

収 入 を 得 る よ う に な る と 、 写 真7の よ うな 立 派 な 家 が 現 れ る よ う に な り ます 。10年 前 の 入 植 当

時 の 水 準 と は 大 変 な 違 い で す 。 現 在 で は 、 地 元 の 村 人 よ り も移 住 者 の ほ うが 生 活 レベ ル が 高 い

と い う状 態 に な っ て い ま す 。
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後で詳 しくお話 しますが、私の調査地で は1984年 に政府系公社がアブラヤシのプランテー

ションを開いています。その10年 後の様子が写真8で す。 イン ドネシアでは、プランテーショ

ンを開 く際に、中核になるプランテーションとその周 りの小農の持っ土地を組み合わせた、

ピール方式 というプランテー ション経営がよく行われます。 この写真 は、その方式によって移

住者たちがいったん開墾 した土地を組 み込んだ部分です。写真に写 っているのは移住者の子供

たちですが、彼 らは移住者の園地 とプランテーション公社の園地 の両方で賃労働 をしなが ら稼

いでいます。 こういう状態を見ています と、プランテーションが入 ったから駄 目だ とは一概に

は言えないわけです。プランテー ションの造成は複雑な森林生態系を単純な単一作物の群落に

変えて しまいます。生態学の立場か ら見れば、それは非常 に脆 い生態系 といえるか も知れませ

んが、そこに住んでいる人たちの レベルか らい うと、開発のお蔭で食べ られるよ うになった し、

家 も建てられ るようになったということになります。

以上のように1980年 代に土地利用が大 きく変化 しま した。政府系のプランテー ション農園が

森林地帯の境界まで造成 され、ほぼ この状態で土地利用が安定す るかと思っていま したが、そ

うではありませんで した。現在、そのさらに奥の森林地帯に、私 は括弧付きで違法 といってお

きますが、地元の人たちや移住者が 「違法に」入 り込んで農地を開 くようになってきま した。

写真9に 示 したように、プラ ンテーション農地のさらに奥の山腹が政府が伐採を禁止 している

写真9ア ブラヤシ農園のさらに奥の森林地帯で始まった農地の 「違
法」開墾。画面中央の白く見える部分が開墾地(1991年)

森林地帯 との境界ですが、その境界を越えて農地の開墾が始まって いきま した。1990年 の こと

です。そ して、こうした森林地帯の開墾地 も、いまでは新 しい移住者たちのカカオ園となって

います。

以上が1980年 以降の移住者の流入にともなう土地利用の変化の概要です。すでに写真で見た

よ うに、1984年 か ら始まったアブラヤシのプランテーションも10年経つと立派な農園になって
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います。 また、移住者たちが開いた農地は、当初の もの も、また森林地帯へ違法に進入 した農

地 もすべてカカオ園になっています。 こういう状態ですか ら、森林地帯の境界が政府によって

決め られているものの、境界そのものは政府が恣意的に引いているだけで、生活権 を主張す る

地元民や移住者の開墾によって森林はさらに後退 してい くのではないかと思います。環境保護

や自然保護の立場か らは森林の減少をできるだけ くいとめようということにな りますが、 もう

止め られることではないというのが私の実感です。森林の減少 自体はもちろん重要 な問題です

が、む しろこうして広が って いった開拓前線 のあとの部分をどう して い くのかを、私たちは

もっと考え る必要があると思います。たんに作物の栽培や農地の造成 という技術的な問題だけ

ではな くて、人々のいろいろな権利関係や行政の網などを念頭におきなが らいい方策を考えて

い く必要があるだろうと思 います。

もう少 し細かいことを付 け加えなが ら、土地利用の変遷 にっいてさらに話 しを進めたいと思

います。と くに開拓前線の進展に焦点をあてなが ら、土地の権利や行政の進める開発の問題に

関連させて話 しを続けたいと思います。

図1に 私の調査地のこの20年 間ほどの土地利用の変遷をまとめています。調査地はかなり広

いところですが、それを土地利用分布図と して概念的にまとめた ものです。この図のAは 私が

調査に入る以前、70年 代半 ばより以前の状態、Bは 私が調査に入ってか らしば らくして、 どん

図1調 査地の土地利用の変遷:70年 代以 降(A～C)、 現在

(D、1994年)お よび将来予 測(E)
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どん外部か ら移住者が入 って開墾がかな り進んだ状態、Cは1984年 か らプランテーション公社

が園地を造成 しは じめたわけですが、それが完成 して以降1990年 頃 までの状態、そ してDが94

年現在の状態です。

まずAの 状態ですが、 この段階ですと地元民が森林地帯に入 って焼畑を したり、森林物産の

サ トウヤシやロタ ンを採 る生活を していました。 オランダ時代に定着化政策があり、森林地帯

に散在 していたい くっかの村が現在の幹線道路沿いに移されました。Aの 図の底辺にあたると

ころです。 このように、随分以前 に移住、定着させ られたわけですが、彼 らは、保護林や生産

林 として森林地帯 に現在区分されているところにかっての村があったとか、あるいはその付近

で焼畑をやっていてその証拠 として ドリア ンやラ ンサ ットが植わってお り、そこは彼 らの先祖

の土地であったというような権利意識を持 っています。

こういう状態のなかに、1970年 代後半 ころか らどんどん移住者が入 ってきたわけです。イ ン

ドネシアでは郡 レベルに相当する行政区画 としてクチャマタ ンと呼ばれる単位があり、その長

をチャマ ッ トといいます。 この当時、地域開発を促進するために、森林地帯以外の国有地の開

墾権を開墾希望者 に与える権限が内務省によ ってこのチャマ ットに与え られていました。移住

者であれ、地元民であれ、遊休地 を開墾 して農地 として利用する目的であれば、1人 あた り2

ヘクタールの土地の開墾権を得 ることがで きたわけです。移住者のなかには、チャマッ トの許

可を得て開墾地を指定 され入植 した人 もいれば、まった くの許可 もな しに地元の部落長 と話を

つけるだけで、その当時まだたくさんあった遊休地や森林に入 り、農地を開墾 していった人た

ち もいます。

こうした所有者のいない遊休地のほかに、政府 によって所有権 は認め られていないものの、

慣習的に地元の人たちが専有権を持 っていた土地があります。それは彼 らの農地や焼畑を した

後の土地であ ったり、いまは森林の状態ですが ドリアンが植わ っているというような土地です。

そ ういう土地を地元民が移住者に売 って、移住者がそこを開墾 していきます。 こうして地元民

の集落周辺の空いた土地や地元民が持 っていた土地が移住者の手に渡 っていったわけです。彼

らの入植時の開墾の様子が写真1や3の 状態です。 こうして移住者の開拓がどん どん森林地帯

に向か って進んでいき、それが ピークに達 したのが、図1のBの 状態です。

ちょうどその とき、政府 は森林地帯 に隣接する地域をアブラヤシのプランテーション用地 と

して利用す る計画を持 ち込みます。そのプランテーション園地のできた状態が図のCで すが、

Bか らCに 移るときに、当然なが ら開墾に従事す る移住者 とプランテーシ ョン公社との利害衝

突が起 こります。移住者は、チャマッ トから開墾権を得て入植 したにせよ、あるいは地元民か
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ら土地を買 って開墾 したにせよ、その土地 は国が所有権を認めている土地ではあ りません。そ

うす ると、プランテーシ ョン公社のような政府のバ ックア ップのある公社が農園を開こうとす

るときには、その土地を簡単に接収で きるわけです。どちらの場合も、登記 された所有権のある

土地ではないので、それまでの開墾に費やした経費やすでに栽培 されている作物、そ してすでに

植え られていた有用樹などに対す る補償金が支払われて公社がその土地を接収 していきました。

イ ン ドネシアのプランテーションの開園方式にはいろいろあ りますが、現在よく行われてい

るのがすでに簡単に紹介 した ピール方式です。 これはマ レーシアなどで行われた中核小農エス

テー トと同 じや り方で、企業あるいは政府の公社が中核 になって、その周 りに小農民の園地を

設定 し、中核のエステー トと小農民の土地が有機的に結合 して一つのプランテーションを作 る

とい うシステムです。調査地の場合 もピール方式が採用されま した。 この場合、移住者や地元

民がすでに開墾 した り使っている土地のうち2ヘ クタールまでがそのプランテーションの小農

部分と して利用で きます。そ してその土地は登記 されて所有権のある土地とな ります。 しか し、

5ヘ クタールを開いた人は上限2ヘ クタール しか自分の ものにならず、残 りは接収 されること

になるわけです。 さまざまな紆余曲折があったようですが、ともか くこうしてプラ ンテーショ

ン公社の園地が造成 された状態が図1のCで す。

森林地帯の境界 までプランテーションが開かれ、そのプランテーションの外に移住民や地元

民の土地があるとい う、このCの 状態で土地利用がほぼ安定するかと調査をしなが ら思 ってい

たわけですが、実際はそ うではあ りませんで した。 こういう状態になって も後続の移住者が新

しい土地を求めて入 ってきたか らです。 もうほとんど飽和状態で新規の開墾の余地 はないわけ

ですが、そうい う状態になった ときに、地元民のあいだか ら森林地帯の中に彼 らがかつて使 っ

ていた先祖か らの土地があり、それ は彼 らの所有権のある土地だという声があが ってきました。

地元民が慣習的に使 っていたその土地を開いた らどうかということになり、移住者 と地元民の

いわば談合が成立 します。両者のあいだで売買 した り、移住者が森林を開いてその土地 を両者

で折半するというような条件で森林地帯に地元民および移住者が開墾に入 っていきました。そ

れが1990年 ころか ら始まる図1のDの 状態です。

法的には、彼 らの行為は、森林地帯 に開墾に入った、国有地の違法利用 とい うことになりま

す。 ところで、現在のイ ン ドネシアではどんなに遠隔地で も政府の法の網がかぶ さっています。

地方末端機関の公務員 もいて、彼 らはそれを黙認するわ けに もいかず、違法開墾 グループの

リーダー格の男を拘束 して、郡警察 と森林事務所の郡事務所で取 り調べ ることになりま した。

10日 間拘束 して、結局、彼 は誓約書を林業事務所 と交わ して出て きたわけです。その誓約書で
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は 「私は確かに森林地帯の中でカカオ園とかコーヒー園を開いており、その管理を しています。

そ こが森林地帯であることは承知 しています。私はその土地を地元のAか ら買 い取 りました」

というような文言があ り、まず、彼の開墾 した土地が政府の規制 している森林地帯であること

を認め させています。そ して、その第2項 では 「私 はこの園地を開 きま したが、 これ以上 は絶

対に開 きません。 これ以上開いていることが発覚 した ときには法の下 に裁かれる用意がありま

す」という宣誓を させています。 これは、既成事実はしようがないか ら、 しっか りと農地 を開

いて農業生産を目的に利用 しているのであれば、その土地の作物栽培だけは認めておこうとい

う内容です。末端の機関で、ある種のおめこぼ しを しているとい うことです。 しか し、 この文

言の重要な点 は、一方では生産林の中の作物栽培だけは認めるが、土地の所有を認めたわけで

はないという頑と した内容にな っている点です。 しか もそれ以上は絶対に広げないという誓約

があるわけです。 この誓約書の背景 には、南スラウェシ州では森林地帯であって も農地を作 っ

て作物を栽培 しているな ら、作物栽培だけは認めようということを州知事 と林業事務所の間で

交わ しているという事実があります。 こうした政策的な誘導があ って、 この森林地帯の違法開

墾 もお 目こぼ しとなったわけです。

こうして、90年 に最初に森林地帯に開墾に入った人が無罪放免のよ うなかたちで、 この文書

を持 って出てきま した。彼自身はもう自分の農地はこれでお墨付きを得たと思 っています。そ

して、 このお墨付 きは、あとに続 く人たちにも自信を与える結果とな り、彼に続いてたくさん

の人たちが森林地帯へ向けて農地を開墾 してい くことになったわけです。 「まず国有地を盗み、

あとはお上とうま くや る」というような言葉が囁かれ る状態にな って きます。そ してどんどん

森林地帯 に向かって農民たちが入 って行 ったわけです。そんな一例が写真9に 示 した状態です。

ところで、こうい う経過を確認するために郡の森林事務所でインタビューを していると、事

務所の役人が、いまこうして農民が開墾に入 っているけれども、その地域にっいてはジャカル

タの大企業が私営のプランテーションを開 くべ く森林の用途転換を林業省に申請 しているとい

う話 しを して くれました。その内容は、現在の森林地帯の生産林の一部をカカオ園とパルプ用

材の人工林に開 くための用途転換の申請で、それが認可 されれば森林を伐採 して私営のプラン

テーション農園 と人工林をそこに開 くことができるということです。ただ森林地帯は国有地な

ので、その私企業が土地の所有権 までを入手することはできず、30年 の期間の コンセ ッション

を政府か ら買 うことになり、 しか もその開園にあたっては、地元住民をとりこんだ ピール方式

を計画 しているというわけです。 ということは、Cの 段階で政府のプランテーション公社が し

たのと同 じや り方を今度は私企業がやってい くことになるわけです。すでに農民が開いて、森
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林を切 り開 く手間が少 し省けた良 い土地を企業が接収 してい くことが予想 されます。 しかも、

なお開墾者にとって不利なことは、 この土地 はそ もそ もが国有地なので、 コンセ ッションを得

た企業 は、接収す る開墾された土地に対 してまった く補償金を払わないという事態 も予想 され

るわけです。

こうい う話 しを聞いたあと、移住者や地元民にそのあたりの事情を聞いてみま した。す ると、

自分たちもそれは先刻承知だとい うのです。知 っているからこそ、いまの うちに権利を確保す

るために、ともか く作物を植えておいて土地を確保す る。仮にその私企業が来なか った ら自分

の土地 になるし、来たときには、5ヘ クタールや10ヘ クタールの開墾を しておれば、家族や友

達のAさ んBさ んCさ んの名前を借 りて、2ヘ クタールずつ耕作 している用意を してお くとい

うのです。彼 らの方 も充分にそういった動 きを察知 して対応 しているわけです。おそ らく何年

後かにいずれは図1のEの ような状態で私企業がコンセ ッションを得てプランテー ションを開

いてい くことになるかと思います。ただそういったことがあって も、住民の方はどんどんその

奥へ と再び括弧付きの違法な開墾地を求めてい くのではないか と思います。

森林をめ ぐってさまざまな議論があ りますが、今 日お話 ししたような森林の伐採に関わる現

場の事情を含めた議論はあまりないようです。移住者たちは自分たちの土地が手 に入 るわけで

すか ら、森林地帯であって も今後 も開墾を進あていくだろうと思います。地域開発を進める政

府の開発の場合 も、そのお こぼれというような状態に過 ぎないか もしれませんが、現地の住民

自体 もそのお蔭で うるお っているという事情があ ります。私の調査地のような、開墾や開発に

よって農地が着実に増えているような場合です と、森林が減少するか らそれを伐採 してはいけ

ないというような建前は、地元には絶対受けいれ られないだろうと思います。

20年 間の土地利用の変化を見て考えることは、例えば日本の場合ですと、中世か ら近世にか

けて農地の開墾が行われ、時代が さらに進んで明治の土地登記があって現代に至るわけです。

考えてみれば300年 、あるいは200年 で起こった ことが、イン ドネシアの調査地のような ところ

では、 この20年 くらいに一気にそういった問題のすべてが生起 しているわけです。法律の制定

はきっちりしていますが、その運用が充分に進んでいないところで、日本が数百年かけて経験 「

したような土地利用の変化がこの20年 あるいは30年 に急速に起 こっているわけですか ら、農地

と林地 との境界はイン ドネシアで はそう簡単には定まらないだろうと思います。

今日は、生態学分野の人達 もた くさんお られます。例えばAO1の 計画研究班では人 と自然 と

の社会生態系 という言葉を使ってお られますが、生態学をやっている方々が、森林や農地など

の自然生態系であれ、人工生態系であれ、そういった生態系を捉える時に、いまや法の枠組や

55



開発の波及という問題か ら自由な地域はもうないということを前提に して土地利用や生態系利

用、あるいは保全の問題を考えていかなければな らないと思います。森林の一次生産力の測定

や物質循環の測定とい ったかたちのデータの集め方 は、生態学の分野では非常に進んでいるわ

けですが、そ ういったデータに基づ きなが ら、それをどういう手法で もって法の枠組みや土地

利用の権利 などと関連 して論 じることができるのか、私 もわかりません。ただ、土地の権利や

所有、利用だけで も大きな課題ですので、そ ういったところへ も是非 目を向けた生態学の手法

の確立 とい うようなことがで きないものかと期待 しています。

最後にな って しまいま したが、 「地域」とい う問題が残 りま した。地域 にっいて はいろんな

切 り口があると思います。私が今 日の討論の材料 としてお話 ししたような地域 は、 「地域 と住

民」というようなかたちで くくることのできる、いわば住んでいる人たちの顔がわかる広が り

がひとっの単位になっています。 もちろん、 もっと大きく、東南アジア全体をひとっの地域と

する研究 も可能です。 しか し、地域研究 という場合 に、大きなユニ ッ トとしての地域だけでは

な く、かな りミクロな、住民の顔がみえ る地域 にっ いて も我々地域研究者がどんな関わ りを も

つのかが、 これか ら大いに問われて くるのではないかと思います。

なぜか というと、とくに地域の発展や開発 という課題が東南アジアで は今後 さらに重要性を

増 して くると思えるか らです。そのとき、住民の顔が見える ミクロな地域をどんなふ うに我々

が取 り上げ うるのかが課題になって くると思います。一事例 としてお話 しした私の調査地 と同

じようなことが各地で起 こってお り、住民のもっ権利意識 と国家が抽象的に持 っている権利意

識 とが衝突、摩擦を起 こしています。調査地での全般的な印象としてですが、政府 は立派な こ

とをいっているわ りには、やることもなかなかあ くどいという感 じです。だけど住民の方 も、

そのあ くどさに対 して したたかにやって いるわけで して、どち らか というと、この したたかな

地域住民のほうに 「頑張れや」といいたい感 じです。部外者である地域研究者というのはどう

しようもな くて、エールを送 るしかないというわけですが、 ともか くこういうしたたか さの中

か ら将来を見 るような研究の方向がでて くればと期待 しているところです。
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コメ ン ト

鎌 野 邦 樹

私 は法律学、民法の専門家で して2～3年 前か ら 「地域と生態環境」 とい うグループに入 っ

て、勉強 させていただいています。 ということか ら少 し田中さんの報告にっいてコメントを加

えたいと思います。 田中さんの報告 は、インドネシアのスラウェシの一開拓村での土地利用の

変遷を通 じて、地域 と生態環境の急激な変化、特にその地域の生態環境である森林に大 きく依

存 してきた人々の生活が、外部か らや って来た人々によって大 きく変え られ、生態環境が著 し

く侵食されてい く様子にっいての ものです。地域の 自然が元の姿に戻 るのが難 しいほどに変え

られて しまったというあり様をスライ ドや概念図等を用いながら具体的、実証的に示 したもの

です。田中さんの示 した概念図にあ りますように、地域 と生態環境の変化 は東南アジアのごく

限定 された地域の問題と考えるべ きではな く、これ まで 自然が豊かな、あるいは人が自然 に溶

け込んで生活を していたような地球上の全ての地域 に共通する問題だろうと思います。今日地

球上 において、全 くの未開の地域 というものは存在 しないと考えてよろしいかと思います。 し

たがって、我々の総合的地域研究のメインテーマである地域の認識、あ るいはそれを通 しての

世界および文明の認識 といった作業において、地球各地で展開 しているこのような変化を無視

して地域研究を行 うことはできないと考えます。田中 さんの示 した概念図および本報告 は我々

にこの ことを改めて明確 に認識させるものです。

さて本報告のタイ トルであります 「社会慣行の規範性」とい う言葉ですが、本報告に沿って

述べます と、スラウェシのような地域の伝統社会が培 ってきた人と生態環境との関わ り方につ

いてのその地域の構成員の伝統的規範 ということであると思います。それは昨日市川さんと井

上 さんのや りとりの中に もあったよ うに、必ず しも当該構成員が従来明確 に意識 しているもの

とはいえないものです。む しろ外か ら別の規範、 ここでいえば政府の規範、それは開発を推 し

進める規範ですが、それが出て きた ときに、初めて明確 になってい くものだ と思います。そし

て伝統的規範に服 していた当該地域の構成員が、 自らの伝統的な生活を防衛する過程で明確に

なると共 に、地域の外の世界にいてその地域の開発を必ず しも良 しとしないと考える者が、開

発 とか経済優先の論理、または国家の論理に対抗する論理 として、持ち出す過程で明確 になる

と思われます。

今 日こういった社会慣行の規範性、あるいは伝統的社会規範というものが、国際環境政策法

の場においても注 目されております。 ここ数年出され ました宣言 といわれるものや条約(リ オ
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宣言や生物多様条約など)の 中に、 「地域の尊重」や 「社会慣行の尊重 」という趣旨の文言が

一部ですが取 り込まれています。

今 日の田中さんの報告では、地域の規範、あるいは政府の規範 ということが具体的に示され、

私のような法律家にとってもこれまであまり勉強 したことのないよ うな点で、非常に興味を覚

えました。 ところで本報告では、住民がまず国有地を盗んで、後 はお上 と上手 くや っていぐと

いうような現状があ るとありま した。実はこういったことはヨーロッパ、あるいは我々日本で

も、常に土地の権利の発生過程にっいて起 こることで、必ず しも特異な ことではないと思いま

す。それがこのイ ンドネシァのこの地域で はここ十数年の間に急速に見 られたとい うことだと

思 うのです。

最後に、先ほど申 しました地域の論理、あるいは地域の規範 とい うものを国際社会で今 日ど

のように見ているか ということを述べたいと思います。 これ らが今日国際社会の規範の一部 に

なりっつあるということを具体的に示 したいと思います。

それが端的にあ らわれておりますのが、1992年 に リオデジャネイロで作 られた生物多様性条

約です。昨年の1月 現在ですが、署名国が168ヵ 国、締約国、すなわち実際 にその条約に縛 ら

れるとい う国は現在45ぐ らいでまだ署名国の3分 の1足 らずです。そ もそもこの条約の目的 と

いうのは3つ あって、1番 目に生物多様性の保全、2番 目にその構成要素の持続可能な利用、

3番 目'として遺伝資源の利用から生ずる利益の公平かっ公正 な配分とい うものです。 この条約

は、開発を促進する立法 という側面 もあ りますが、基本的にはやは り生物の多様性を将来世代

のために保全 していこうというものです。

なぜ保全 しなければいけないのか ということですが、 この条約 自体3つ ぐらいの ことをいっ

ています。第一は、生物多様性の持つ内在的な価値および生態学上、遺 伝学上、社会上、経済

上、科学上、教育上、文化上、 レクレー ション上、医学上の価値 ということです。第2点 は、

生物の進化の過程か ら見て、多様性が維持 されることの重要性 ということをいってます。そ し

て3番 目として、こういった生物多様性の保全および持続可能な利用が今後急激な増加が考え

られ る人口および人 々の食糧とか保健といった ものにとって決定的に重要であるというような

根拠を挙げています。その手法としてはできるだけ自然状態での保全 ということを重視 してい

ます。これ以上内容 に立 ち入 らないで、本報告との関連でこの生物多様性条約がいっている地

域とか地域社会ということにっいて見てみたいと思 います。

この条約では、あ くまで も国家主権というのが前提です。ですか ら田中さんの報告にあるイ

ンドネ シアのスラウェシだ った ら、まず イン ドネシア政府、あるいは州政府の主権を認めて、
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それに従 うことを条件と してですが、 この前提の もとに、生物多様性の保全および持続可能な

利用に関連する伝統的な生活様式を取 り入れている先住民の生活、および地域社会の知恵、革

新、知識および慣行を尊重するというように条文で うた っています。それか らいろいろな持続

可能な利用等に関 しま して も、伝統的な文化的慣行に従い、生物資源の慣習的利用を保護 し、

および奨励 し、あるいは生物多様性が減少 した地域における地元の住民による修復活動の作成、

および活動を支援す るとい った文言が入 っています。ですか ら今後は国際的な生態環境の保全

という取 り組みにおいては、 「地域の慣行」、 「地域の規範」ということは無視で きな くなっ

てきます。

それでは今 日の報告にあ りましたような 「地域の規範」とはどうい うものなのか。 「伝統的

な慣行」 というものをどういうふ うに生かすのか。 この ことが今後我々の課題 になって こよう

かと思います。確かに伝統社会 において、森の民とい うのは、その森についての慣習法 という

のを持っていました。これにっいて私は筑波大学の増田さん等のこ論文や報告によっていろい

ろなことがわか ったわけですが、一般的に伝統的な慣習法 においては、 「森が誰の ものである

か」、 「森が破壊され裸地 になった後、それをどうするのか」というような規範は存在 しない

のです。伝統的な慣習法は、森が存在す ることを前提と して、その森の中にある個々の ものに

ついてのいろいろな規範 というのが定めてあるのであ って、森を破壊するべきではないという

規範 は用意されているに しても、その森が破壊 されつつある、あるいは破壊された後の ことに

ついては、何 ら答えを用意 していないのです。地域 と生態環境 にっいての伝統的な規範、国家

の規範、それか ら国際社会の規範 とい うことを、どのように今後調整 してい くべきかとい うこ

とが我々の今後の課題とな ってこようかと思います。

質疑応 答

遅沢 一つだけ、確認 したいのですが、最後

の方で人の顔が見えるということをいわれま

したが、人の顔が思い浮かべ られ るというの

は実態把握をきちっとミクロのレベルでやる

べ きだとい うことなのか。 それと も先生が

時々いわれたまなざしというか、思い入れと

いうか、住民のサイ ドに入 ってというニュア

ンスがあるのかどうか、それをお聞きしたい

と思います。

田中 地域研究者 としては住民のサイ ドに立

つ ことはできても、多分その中まで入れない

だろうと思っています。まなざしとか、 ミク

ロにみるということに関する質問ですが、そ

れは両方 とも必要です。
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足立 揚げ足取りのようですが、政府対地域

という対比でいえば地域というのは弱々しく

て平等主義的で全ていいというようなイメー

ジですが、南アジアを例にとれば、地域の規

範というのは基本的に平等主義的ではないわ

けです。ですからその伝統的な地域 というの

を素晴らしいものだという前提で、その規範

を守るということは、その不平等構造を持続

させるということにな りませんで しょうか。

田中 私の説明の最初の入 り方が悪かったの

で、あるいは誤解を与えたかも分かりません。

伝統的な社会の伝統的な規範 というようなこ

とが問題になるのは、私の調査地でいうと地

元民達だけなのです。外部から来た人達はま

た違った価値観な り、規範を持 っています。

現に土地の売買とかいったことは入植者の方

が圧倒的に優位で、彼 らがいわば二束三文で

買いま くるわけです。ですから、ある地域の

中で も足立 さんがお っしゃるよ うに、そう

いった階層的な差異が当然生 じてきます。

一般的にいえることですが、伝統的な社会

の伝統的規範を持 った人達というのは、いま

最 も弱者になっているわけです。その上に、

それよりも強い、農業先進地域からの移民が

いて、その上に政府の開発政策の先兵になる

ような人たちがいて、さらにその上に政府そ

のものがあります。私は地域の論理その もの

が全部良いものだとは決 していっているわけ

ではなく、地域の中にもそういったいろんな

力関係、ダイナミズムが勿論あるわけです。

今日いいたかったのはそういった動きを的確

に押さえることのほうが我々としては大事で

はないかということです。その上で私達はど

ういうまなざしを持っのかということが、一

人の研究者として問われていることだと思い

ます。
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